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要
旨

本
法
律
案
は
、
国
民
が
行
政
手
続
に
お
い
て
情
報
通
信
技
術
の
便
益
を
享
受
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
情
報
通

信
技
術
の
効
果
的
な
活
用
に
よ
り
持
続
可
能
な
行
政
運
営
を
確
立
す
る
こ
と
が
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
喫
緊
の
課
題
で
あ
る

こ
と
に
鑑
み
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
と
は
、
地
方
公
共
団
体
が
利
用
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
情
報
シ
ス
テ
ム
に
よ
る

処
理
の
内
容
が
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
共
通
し
、
か
つ
、
統
一
的
な
基
準
に
適
合
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
処

理
す
る
こ
と
が
住
民
の
利
便
性
の
向
上
及
び
地
方
公
共
団
体
の
行
政
運
営
の
効
率
化
に
寄
与
す
る
事
務
と
し
て
政
令
で
定
め

る
事
務
の
処
理
に
係
る
も
の
と
す
る
。

二
、
政
府
は
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
の
推
進
を
図
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
の

意
義
及
び
目
標
並
び
に
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
の
た
め
必
要
な
基
準
の
策
定
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
等

を
含
む
、
基
本
方
針
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。



二

三
、
標
準
化
対
象
事
務
に
係
る
法
令
又
は
事
務
を
所
管
す
る
大
臣
は
、
当
該
法
令
又
は
事
務
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス

テ
ム
に
必
要
と
さ
れ
る
機
能
等
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
の
た
め
必
要
な
基
準
を
、
内
閣
総
理

大
臣
及
び
総
務
大
臣
は
、
デ
ー
タ
の
相
互
運
用
性
の
確
保
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
等
、
各
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ

ム
に
共
通
し
て
必
要
と
な
る
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
は
、
こ
れ
ら
の
基
準
に
適

合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

四
、
地
方
公
共
団
体
は
、
全
て
の
地
方
公
共
団
体
が
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
関
連
技
術
に
係
る
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
国
に
よ
る
環
境
整
備
の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
当
該
環
境
に
お
い
て

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
国
は
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
の

た
め
に
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

五
、
こ
の
法
律
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、

こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
規
定
を
附
則

に
追
加
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


